
議案第３号 

海南病院通院支援タクシーの増便によるダイヤ変更・停留所新設について 

海南病院通院支援タクシーの増便によるダイヤ変更・停留所新設は、次に定める

ところによる。 

平成２９年１２月１４日 

飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会 

会 長  久 野 時 男 
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海南病院通院支援タクシーの増便によるダイヤ変更について 

１．経緯 

 海南病院通院支援タクシー及び病院利用者の村民から、増便に対する要請がある。 

○要望内容 

 飛島村 ⇒ 海南病院行きの 10 時台の増便 

２．事前協議 

 平成 29 年度 第１回 飛島公共交通バス検討委員会（平成 29 年 8 月 23 日開催）において、後

述の停留所の新設と当該増便要望の対応について協議を行った。 

 増便のダイヤ設定の際に、到着時間を診察受付時間に間に合うように設定すべきとの指摘か

ら、全体の出発時間を 10 分早める形に変更し、ダイヤ全体を見直した。 

 特に反対意見はなく、検討委員会では承認を得ている。 

 運行事業者である名古屋近鉄タクシー㈱とも事前調整を行うと共に、バス検討委員会でも委

員として出席し、合意を得ている。 

３．新ダイヤ 

 次ページ参照 

４．増便までのスケジュール 

 ○協議  飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会 12 月 14 日協議 

 ○ＰＲ方法  飛島村広報にて周知 

 ○増便開始日  平成 30 年 4 月 1 日 

   （後述の停留所の新設と同時に対応） 
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新ダイヤ 
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村民庭球場の停留所の新設について 

１．停留所の情報 

○路線  海南病院通院支援タクシー 

○停留所  新設１箇所 

○名称  村民庭球場 

○住所  飛島村大宝六丁目９番地 

○設置計画日  平成 30 年４月１日 

○地権者  飛島村 

○道路管理者  村道（飛島村） 

２．事前確認事項 

○警察調整  平成 29 年 11 月 21 日（火）現地確認 

○運行事業者  平成 29 年 11 月 21 日（火）名古屋近鉄タクシー㈱蟹江営業所と現地 

確認 

○地権者  平成 29 年 11 月 24 日（金）担当課と確認 

○道路管理者  平成 29 年 11 月 24 日（金）担当課と確認 

※事前確認事項について、全て支障なし 

３．新設までのスケジュール 

 ○協議  飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会 12 月 14 日協議 

 ○ＰＲ方法  飛島村広報にて周知 

 ○利用開始日  平成 30 年 4 月 1 日 

４．設置位置 

○位置１ 

45 村民庭球場
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○位置２ 

○位置３ 


